
執 行 機 関

X執 行 機 関

86.職     員

(1)職種別職員数

79,464(43,404)30,012(10,644) 2,017(1,661)32,690(12,561) 1,682 1,388(38)

1,366(   520)  648(

1,663(  741)  731(

2,533( 1,214) 1,070(

3,218( 1,669) 1,331(

2,248( 1,151)  953(

1,884(  849)  934(

196)

237)

348)

675(

736(

1,117(

211)

238)

376)

42

53

59

53(

20(

18)

41)

18)

1,434(

1,038(

966(

523)

391)

290)

59

48( 2)

40( 1)

322)

431)

423)

32(

99(

159(

18)

80)

109)

1,048(

1,325(

1,446(

67

68

77

48( 3)

50( 1)

58( 2)

13(

―
(

39(

10)

― )

26)

う
０

　

′４

・

民
υ

( 2)

469)

336)

269)

2,545( 1,303) 1,004(

3,496( 2,004) 1,207(

3,679( 2,083) 1,240(

2,733( 1,439) 1,185(

6,252( 3,462) 2,236(

5,844( 3,149) 2,340(

2,767( 1,442)

3,326( 2,o12)

4,491( 2,583)

2,884( 1,690) 1,092(

3,484( 2,oo8) 1,245(

2,151( 1,045)  933(

4,414( 2,616) 1,633(

4,993( 2,799) 1,640(

5,251( 2,957) 1,745(

436)

794)

890)

70(

194(

128(

52)

187)

89)

493)

992)

990)

54

127

140

59( 2)

96( 3)

115( 8)

1,271(

2,470(

2,509(

346)

522)

547)

446)

591)

878)

1,116(

1,249(

1,700(

431)

473)

670)

2(

118(

230(

2)

107)

192)

1,151(

1,395(

1,968(

51

52

86

51

55

79( 3)

396)

450)

308)

86(

101(

38(

1,215(

1,373(

992(

485)

554)

349)

49

61

47

50

59( 3)

48( 3)

73)

97)

33)

4,040( 2,171) 1,337(   480)    88(   81) 1,450(

4,202( 2,497) 1,443(   543)   105(  lo4) 1,569(

169(

188(

66(

137)

121)

66)

1,834(

1,862(

1,846(

770)

648)

696)

73

107

133

75( 1)

78( 2)

81( 1)

572)

653)

113

94

52( 1)

55

617)

509)

616)

資料 :特別区人事委員会「昭和61年 4月 1日 現在 特別区職員の構成」

注 :1.一般職に属する職員である。ただ し、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者

及び育児休業中の職員」、「組合専従者」、「区か ら給与が支給されていない他団体等ヘ

の派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含まれていない。
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区 分

事 務 系

土  木 建  築事   務 児 童 厚 生
区 名

総   数

総  数

千 代 田

中  央

港

黒

田

谷田

目

大

世

豊  島

荒  川

飾

川一戸

葛

江

宿

京

東

渋

中

杉

谷

野

並

」ヒ

板

練

足

橋

馬

立

新

文

台

　

墨

江

品

田

東

川



執 行 機 関

(昭和 61.4.1現在)

一 般 技 術 系

機 械

253  463(1)13,577(13,522)18,706(13,860)133(78)2,429(2,138) 25,639(14,845

4

14

6

15

12

17

101(

208(

320(

101)

208)

318)

234(

369(

509(

106)

212)

326)

4( 3)

4( 1)

6( 5)

45(

55(

87(

36)

45)

72)

412(

503(

820(

13

15

14

518(

320(

187(

726(

479(

323(

6( 4)

4( 3)

3( 2)

112(

71(

54(

98)

63)

46)

946(

660(

541(

7

11

3

758(

2,022(

1,849(

167

246

440

512

362

319

469)

611)

805)

6

6

11

19

23

28

467(

626(

681(

652(

812(

912(

59(

71(

133(

49)

55)

123)

786(

1,288(

1,188(

434

795

735

518)

320)

187)

459)

626)

669)

417(  417)

1,194( 1,194)

900(  891)

619(  436)

1,579( 1,216)

1,319(  942)

536)

335)

194)

474)

632)

678)

4( 2)

4( ―)

6( 5)

8

24

15

20

30

37

6( 4)

7( 4)

9( 5)

85(

181(

167(

77)

165)

154)

433)

1,089)

1,063)

8

9

14

20(1)

22

23

434(

699(

762(

606(

883(

1,052(

440)

709)

777)

4( 3)

6( 4)

12( 7)

100(

116(

146(

87)

101)

123)

910(

932(

1,325(

11

12

9

17

16

11

614(

650(

291(

614)

650)

291)

789(

855(

451(

4( 2)

6( 2)

3( 1)

89(

97(

55(

80)

81)

45)

791(

1,159(

653(

495)

705)

344)

14

15

22

22

17

29

1,012(

1,235(

1,346(

773)

961)

1,017)

7( 4)

7( 5)

7( 5)

1,424(

1,731(

1,921(

941)

1,038)

1,120)

144(

165(

138(

132)

152)

124)

13

11

743)

748)

20

23

434)

699)

754)

762(   762)

959(   949)

1,012( 1,007)

630)

668)

307)

721(   720)   977(

734(   734)   967(

2.( )内 は女子の職員数で内数である。

電 気 保   母 医 師

医 療 技 術 系 技 能 労 務 系

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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8( 3)

6( 4)

123(

136(

105)

125)

1,490(

1,530(

751)

971)



執 行 機 関

(2)職層別職員数

79,464(100.0)  1,321(2.3)    445(0.6)  1,376(1.7)     77,643(97.7)

1,366(100.0)

1,663(100.0)

2,533(100.0)

3,218(100.0)

2,248(100.0)

1,884(100.0)

2,545(100.0)

3,496(100.0)

3,679(100.0)

2,733(100.0)

6,252(100.0)

5,844(100.0)

2,767(100.0)

3,326(100.0)

4,491(100.0)

2,884(100.0)

3,484(100.0)

2,151(100.0)

4,414(100.0)

4,993(100.0)

5,251(100.0)

17(1.2)

13(0.8)

15(0.6)

48(3.5)

47(2.8)

57(2.3)

21(0.7)

15(0.7)

16(0.8)

1,301(95.3)

1,603(96.4)

2,461(97.2)

3,129(97.2)

2,179(96.9)

1,821(96.7)

2,479(97.4)

3,430(98.1)

3,608(98.1)

2,659(97.3)

6.133(98.1)

5,714(97.8)

2,701(97.6)

3,251(97.8)

4,391(97.8)

2,816(97.6)

3.4o9(97.8)

2,085(96.9)

4,333(98.2)

4,910(98.3)

5,151(98.1)

3,947(97.7)

4,132(98.3)

65(4.7)

60(3.6)

72(2.9)

89(2.8)

69(3.1)

63(3.3)

66(2.6)

66(1.9)

71(1.9)

74(2.7)

119(1.9)

130(2.2)

68(2.1)

54(2.4)

47(2.5)

19(0.7)

17(0.5)

18(0.5)

47(1.9)

49(1.4)

53(1.4)

23(0.8)

29(0.5)

30(0.5)

51(1.9)

90(1.4)

100(1.7)

66(2.4)

75(2.2)

100(2.2)

11(0.4)

18(0.5)

27(0.6)

55(2.0)

57(1.7)

73(1.6)

68(2.4)

75(2.2)

66(3.1)

16(0.6)

17(0.5)

13(0.6)

52(1.8)

58(1.7)

53(2.5)

81(1.8)

83(1.7)

100(1.9)

20(0.4)

23(0.5)

22(0.4)

61(1.4)

60(1.2)

78(1.5)

4,040(100.0)    93(2.3)    27(0.7)     66(1.6)

4,202(100.0)     7o(1.7)     18(0.4)    52(1.3)

資料 :特別区人事委員会「昭和61年 4月 1日 現在 特別区職員の構成」

注 :一般職に属する職員である。ただ し、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び

育児休職中の職員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣

職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含まれていない。
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理管 職
区 分

計 参   事 副 参 事 計
区 名

△
計

総  数

千 代 田

中  央

港

目  黒

大  田

世 田 谷

飾

川一戸

葛

江

宿

京

東

ゴヒ

新

文

ム
ロ

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

田

東

川



執 行 機 関

(昭和 61.4.1現 在 )

事

総括係長

2,070(2.6) 5,916(7.4) 3,491(4.4)    35,099(44.2)      5,449(6.9)25,618(32.2)

主

53(3.9)

42(2.5)

61(2.4)

92(2.9)

41(1.8)

82(4.4)

84(3.3)

101(2.9)

137(3.7)

168(12.3)

144(8.7)

226(8.9)

317(9.8)

219(9.7)

185(9.8)

247(9.0)

328(5.3)

480(8.2)

575(42.1)

711(42.8)

1,092(43.1)

1,438(44.7)

986(43.9)

881(46.8)

1,124(44.2)

1,447(41.4)

1,618(44.0)

1,263(46.2)

2,741(43.8)

2,470(42.3)

1,202(43.4)

1,482(44.6)

2,072(46.1)

1,288(44.7)

1,544(44.3)

1,057(49.1)

2,040(46.2)

2,157(43.2)

2,330(44.4)

1,752(43.3)

1,829(43.5)

52(3.8)

120(7.2)

179(7.1)

255(7.9)

172(7.7)

80(4.2)

206(8.1)

179(5.1)

155(4.2)

412(30.2)

503(30.2)

82o(32.4)

944(29.3)

659(29.3)

541(28.7)

786(30.9)

1,286(36.8)

1,188(32.3)

41(3.0)

83(5.0)

83(3.3)

83(2.6)

102(4.5)

52(2.8)

161(6.3)

207(5.9)

182(5.0)

118(4.6)

210(6.0)

328(8.9)

70(2.6)

150(2.4)

128(2.2)

148(5.3)

312(9.4)

321(7.2)

192(6.7)

283(8.1)

202(9.4)

94(3.5)

335(5.4)

271(4.6)

238(8.2)

137(3.9)

72(3.3)

132(3.3)

102(2.4)

144(5.2)

311(9.4)

370(8.2)

904(32.7)

932(28.0)

1,325(29.5)

227(8.3)

557(8.9)

516(8.8)

758(27.7)

2,022(32.3)

1,849(31.7)

107(3.9)

104(3.1)

115(2.6)

196(7.1)

110(3.3)

188(4.2)

107(3.7)

89(2.6)

50(2.3)

114(2.8)

78(1.9)

323(7.3)

387(7.7)

383(7.3)

270(6.7)

231(5.5)

189(4.7)

362(8.6)

1,424(32.3)

1,730(34.6)

1,917(36.5)

1,490(36.9)

1,530(36.4)

203(7.0)

197(5.6)

53(2.5)

788(27.3)

1,159(33.3)

651(30.3)

77(1.8)

98(2.0)

90(1.7)

199(4.5)

125(2.5)

192(3.7)

270(6.1)

413(8.3)

239(4.5)

係   長 主   査 行 (― )5等級相当 行 (― )6等級相当 そ の 他
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葛

江
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区 分

区 名

昭
　
和
　
５３
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執 行 機 関

(3)職員数の推移

資料 :特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :各区の定数条例による数値である。

(各年 4.1現在)
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87.行政機関と附属機関

(1)行政委員会及び委員数

執 行 機 関

(昭和 61.4.1現在 )

区 分

区 名

教育委員会 選挙管理委員会 監 査 委 員 農業委員会

総  数

千 代 田

中  央

港

新

文

台

　

墨

江

品

目  黒

大  田

世 田 谷

渋

中

杉

豊  島

荒  川

板

練

足

葛  飾

江 戸 川

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

橋

馬

立

ゴヒ

169

14

15

17

21

19

114

民
υ
　

Ｆ
Э

　

′４

２

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

84 (38) 〔46〕

)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)
(2)

(1)

(2)

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

４

３

３

　

　

３

４

４

　

　

４

４

４

4

4

資料 :各区資料による。

注 :1.委員数は現員数である。

2.( )内 は議員選出数で、〔 〕内は知識経験者選出数でそれぞれ内数である。
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区  分

区  名

防

災

会

議

民 推

生 せ

委 ん

員 会

認

定

審

査

会

公
害

健

康
被
害

協
　
　
議

　

会

保

健

所

運

営

結

核

診

査

会

運

営

協

議

会

国

民

健

康
保
険

建

築

審

議

会

総  数

千 代 田

中  央

港

目  黒

大  田

世 田 谷

谷

野

並

豊  島

荒  川

橋

馬

立

葛  飾

江 戸 川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

」ヒ

執 行 機 関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 1)

1,030 319 271      1,246

15

15

55

61

40

40

50

14

14

14

15

15

15

30

47

90

5

10

15

45

34

49

14

14

14

15

13

15

15

10

10

30

21

27

40

54

59

12

14

14

15

15

14

33

48

62

14

14

14

15

11

60

111

120

17

23

18

32

39

28

13

14

14

5

10

15

254 Ｑ
ｖ
　

　

　

Ｏ

）

４
ェ
　

・４

０
ｖ
　

　

　

（６

　

ｎ
／
一　

ｎ
∠

ｎ
υ
　

４

ェ
　

ィ
４

115

３

５

９

　

６

３

２

48

48

35

14

14

14

15

14

13

10

15

4

18

21

20

41

38

51

14

14

14

30

30

21

15

10

10

20

24

19

14

14

15

13

10

10

18

20

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第 138条の 4第 3項及び第 202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

3.「建築審査会」の委員には,専門調査員は含まない。
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審
　
　
査
　
　
会

生

業

資

金
貸
付

審

　

議

　

会

特

別

職

報
酬

等

場
法
運
営
協
議
会

業
法
及
び
公
衆
浴

興
業
場
法

・
旅
館

認

定

審

査

会

大
気
汚
染
障
害
者

公補等
生″営

健診
賛

康療大
被報

宣

害酬会

都
市
計
画
審
議
会

・
評

価

審
査

会

財

産

価

格
審

議

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

協

　

議

　

会

青

少

年

問

題

執 行 機 関

(昭和 61.4.1現在 )

262 173 3127 136 124 487 173
７
‥
　

　

　

　

И
仕
　

民
〕

Ｏ
Ｚ

Ｑ
υ
　

∩

〉

ｎ
０

И
■
　

民
Ｏ
　

Ｆ
Ｄ

10

14

16

10

10

0

16

23

19

43

44

41

11

12

10

10

10

15

15

20

20

16

14

10

12

28

15

16

5

5

10

32

33

34

13

14

0

10

10

15

20

15

4

11

6

15

27

13

15

15

一
　

〇

７

５

６

　

一

34

17

20

0

11

7

42

36

35

20

11

7

10

10

６

６

　

一

８

４

０

　

　

７

５

４

　

　

５

７

３

５

４

　

２

３

６

　

４

５

14

13

13

10

10

8

10

10

15

11

10

20

33

15

12

15

8

29

25

17

16

13

14

10

817 10

22

20

20
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執 行 機 関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 2)

29

9

45

56

14

29

31

40

115

そ の 他 の

文化財保護審議会(6)住居表示審議会側 建築紛争調定委員会(3)

スポーツ振興審議会(9)

公私立幼稚園調整審議会(19 文化財保護審議会田 中小企業振興審議

住居表示審議会⑩ 建築紛争調停委員会(6)社会教育委員[0 文化財

建築紛争調定委員会(3)奨学生選考委員会 (11)

奨学資金貸付選考委員会10 社会教育委員10 電子計算組織管理運営

建築紛争調定委員会(6)学童災害共済審議会(9)文化財保護審議会(7)

電子計算組織管理運営審議会(lη 建築紛争調停委員会(6)奨学資金貸

電子計算組織運営審議会帥 同和対策資金貸付審査会10 奨学資金運

勤労者生活資金融資あっ旋審査会10 建築紛争調定委員会(4)社会教

建築紛争調停委員会(6)公文書公開審議会21)公文書公開審査会(3)

奨学資金運営委員会(12)消防団運営委員会 (12)

公文書開示審査会(5)同和対策資金貸付審査会(9)建築紛争調停委員

産業振興資金貸付審査会(8)がけ等整備資金あっせん審査会(7)文化

交通安全対策会議31)

電子計算組織運営管理審議会10 文化財保護審議会(12)消 費経済対

農業振興対策委員会(13 社会教育委員10 自転車等放置防止対策審議

奨学資金運営委員会(10 建築紛争調停委員会(6)福祉環境整備助成審

電算処理に係る個人情報保護審議会01)中野区 。練馬区富士見台ケア

文化財保護審議会 (8)

個人情報保護対策審議会働 建築紛争調停委員会(6)職員住宅管理委

奨学資金運営委員会(10 公民館運営審議会t9 文化財保護審議会ua

個人情報保護審議会[1 行政情報公開審査会(5)表彰審査会問 建築

中小企業従業員退職金等共済運営審議会(19 奨学資金貸付審査会(11)

個人情報保護審議会10 文化財保護審議会(7)

個人情報保護審議会uη 表彰審査会側 土地区画整理審議会(9)建築

法務省東京法務局人権擁護委員会10 総務庁関東管区行政監察局行政

公文書公開運営審議会(11)個人情報保護審議会21)緑化委員会囲 住

個人情報保護審議会(18)役所出張所再配置審議会26 公害健康被害認

公文書公開運営審議会側 社会教育委員10 文化財保護審議会(10 小

個人情報保護委員会(12 建築紛争調停委員会(5)学校保健委員会②

建築紛争調停委員会(3}奨学生選考委員会側 公害対策資金貸付審査

３

１

３

４

２

３

４

４

９

　

８

　

１‐

‐０

　

５

５

　

１０

　

４

６

２

６

８

　

１０

　

４

６

84

115

166

54

57

149

43

73

17

63

101

151

41

81

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第 138条の4第 3項及び第 202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

そ の 他区  分

委員数
区 名

数

千 代 田

中  央

港

新  宿

文  京

台  東

墨  田

江  東

品  川

目  黒

大  田

世 田 谷

葛  飾

江 戸 川

渋

中

　

杉

　

豊

　

荒

板

練

　

足

谷

野

　

並

　

島

　

川

橋

馬

　

立
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執 行 機 関

(昭和 61.4.1現 イD

附  属  機   関  の  内  訳   (順  不 同 )

会(19

保護審議会10

審議会(9)

個人情報保護審議会(9)

付審査会12 文化財保護審議会(5)

営委員会(6)中小企業事業資金融資あっ旋審査会(9)交通安全対策会議閉

育委員10 文化財保護審議会(1」

施設建設紛争調整委員会(5)電子計算組織管理運営審議会(lη 社会教育委員(8)

会(4)小規模企業特別事業資金あっせん審査会(9)奨学金貸付審議会(1」

財保護審議会(8)ス ポーツ振興審議会(1」 郷土博物館運営協議会(9)

策委員会側 建築紛争調停委員会(4)中小商工業振興対策委員会側

会側 自然環境保護審議会(26)基本計画審議会(10

査会(8)文化財専門委員会(3)個人情報の保護及び情報公開審議会働

センター運営審議会(12)建築紛争調停委員会(6)社会教育委員⑩

員会(9)公会堂運営委員会圏ヽ緑化推進委員会囲 公害監視委員会側

図書館協議会10

紛争調停委員会(6)

小売市場運営協議会(11)建築紛争調停委員会(3)個人情報保護審議会(10 緑化推進審議会t]

紛争調整委員会(6)美術館運営協議会(8)文化財保護審議会(9}

相談委員会⑩ 建築紛争調停委員会(5)公文書公開審査会(5)

居表示審議会関

定審査会田 建築紛争調停委員会(4)公文書公開審査会(5)

中学校適正規模及び適正配置審議会側 育英資金貸付審議会(11)

文化財保護審議会(4)

委員会(10 医学生等修学資金貸付選考委員会10 葛西沖開発審議会(10 文化財保護審議会(10

3.各附属機関の「区名」の名称は省略 した。
4.渋谷区の「個人情報の保護……」は、61年 8月 30日 発足のものである。

千

中

港

新

文

台

墨

江

品

　

目

　

大

　

世

　

渋

中

　

杉

　

豊

北

荒

板

練

　

足

　

葛

江
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区 分

区 名

青

少

年

委

員

社
会
教
育
指
導
員

体

育

指

導

員

郷
土
史
等
調
査
員

教

育

相

談

員

法

律

相

談

員

結

婚

相

談

員

総  数

千 代 田

中  央

港

新

文

台

　

墨

江

品

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

豊  島

荒  川

板

練

足

葛  飾

江 戸 川

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

橋

馬

立

ゴヒ

執 行 機 関

(3)専門委員・ 指導員・ 相談員等

1,064 235      1,165 266 578 34

17

4

11

12

40

5

36

30

50

43

36

69

20

16

80

3

13
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資料 :各区資料による。

注 :1.例示以外については省略 した。

2.委員数は各委員として登録 している数値である。

3(  )内 は兼務者数で内数である。
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執 行 機 関

(昭和 61.4.1現在 )
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